
・警察官等（駐車監視員）が駐車違反を確認
・確認標章の取付け（公安委員会へ報告）

放置違反金制度

運転者が特定でき、違反
行為が立証できる場合

切　符　告　知

運転者の責任追及
ができない場合

違　反　審　査

不納付 仮納付

    運転者が反則金を納付し、又
は公訴を提起された場合等は、

使用者に行政制裁を科さない。
・仮納付金の返還（違反金の還
付）

通   告

不納付

納　付

警
察
署
の
事
務

通
告
セ
ン
タ
ー

の
事
務

事件引継

・公訴提
起
付審判

・起訴猶予
・不起訴
・時効

罰金

反則金は国の歳入

交通裁判事務

・弁明通知書の送付
（仮納付通知書同封）

報告を受けた公安委員会は
使用者に対し放置違反金の
納付を命ずることができる

不納付
仮納付

弁　　明

公安委の裁決

納　付　命　令

不納付納付

（催促）

督促

納付

滞納処分

使用制限

（公示）

違反金は県の歳入

交
通
指
導
課
事
務

不服申立て
（異議申立て）

運転者
責任

使用者
責任

取付けから３日間出頭がな
ければ５日目に発送

取付け日から
３１日目

納付命令
から３１日目

切符告知から１５日
間不納付であれば
弁明通知書を送付

通告から１５日間不
納付であれば納付命
令書を送付

　放置違反金制度と反則制度が平行して運用される場合、反則金の納付、公訴提起、付審判が
あった場合は、仮納付金は返還（放置違反金は還付）されます。また、起訴猶予、不起訴、時効
の場合は、そのまま放置違反金の徴収となります。

◎　放置違反金制度の特色

　少年事件については、送致時の年齢を対象とします。

車検拒否
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